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安全衛生委員会について(1 0)

本年6月1 0日付「安全衛生委員会議長伊東雅弘」氏名による、 「安全衛生委

員会の引継ぎについて」と題する書面を、前任の安全衛生委員会の委員長であり、

当労組分会長である朝倉健次氏に送付された件について下記要求し、併せて速やか

な団体交渉開催を求めます。

記

1 上記書面によれば「本年4月29日(金)に、メールで依頼しております、安

全衛生委員会の引継ぎに関しましては、未だに回答を頂いておりません。 」と述

べられておりますが、当労組本年5月9日付「安全衛生委員会について(8) 」

で既に回答済であります。 「未だに回答を」為されていないのは貴社の側であり

ます。速やかな書面によるご回答を求めます。

2 上記書面によれば「つきましては、今月17日(金)午前10時から本社3階

会議室で引継ぎを行いたいと思いますので、ご出席をお願いします。 」 、 「これ

は社長の了解を得ての引継ぎです。正当な理由なくして拒否をした場合には、業

務命令違反となりますことを申し添えます。 」と書いておられますが、物事の道

理をわきまえない暴論と言わざるを得ません。繰り返しになりますが、そもそも
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前安全衛生委員会は、尾原慶則社長名による一方的「告示」で本年3月9日付を

もって、すべての委員を引き継ぎもされないで解任なさったではありませんか。

その時点で貴社の安全衛生委員会は消滅したのであり、今、貴社がなすべきは新

たに安全衛生委員会を設置し、適法化をはかることであります。 3月9目以来、

安衛法に違反をご承知で解散された責任は尾原社長にあるのであり、故意に安衛

法違反を進められた尾原社長の行為は、告発せざるを得ない重大な違法行為であ

ります。 「業務命令違反」などとは、片腹痛いと言わざるを得ません。こんなこ

とも理解できないで上記書面を送付される伊東氏も充分な反省を求めます。

3 上記貴社の行為は、衛生委員会設置義務を故意に踏みにじったのであり、且つ

いたずらに当労組の委員推薦権を妨害するという悪質極まりないものであり、

単に労働安全衛生法第1 8条(衛生委員会) 「事業者は、政令で定める規模の

事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、

衛生委員会を設けなければならない。 」に反すると言うにとどまらない行為であ

り、断じて容認できるものではありません。法律上の処分を受け、再発防止に努

められるよう強く要求するものであります。

4 上記1へ3の理由により本年6月17日(金)午前10時からの引継ぎに出席

することは、尾原社長の故意による法違反に目をつむり耳を塞ぐだけでなく、当

労組および前任安全衛生委員もその片棒を担ぐことになりますので、応じること

はできません。

また、的外れな懲戒権濫用は厳に慎まれるよう強く要求致します。

上記1へ3についてのご回答を本年6月21日(火) 17時30分までに当労

組分会宛為されるよう求めると共に、違法状態を回避するべく、安全衛生委員会

発足までの間は、実績ある前安全衛生委員会解散を撤回されるなど、実効性ある

設置について、真撃な立場に立ち返って協議されようとなさるのであれば、当労

組と致しましても対応を検討させていただきます。

5 当労組と致しましては、早急に安全衛生委員会を発足させる為、安全衛生委員

の「定数」を示されるよう繰り返し求めてきましたが、貴社は一向に明らかにさ

れません。この不正常な状態を重く受け止め、早急に解決する為にも貴社の誠実

な団体交渉応諾は急務と考え、以下日程にて開催されるよう強く要求致します。
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(1)開催希望日

第一希望日:2022年6月28日(火)

第二希望日:2022年6月29日(水)

第三希望日:2022年6月30日(木)

開催場所:オハラ樹脂工業本社3階食堂

開始時間: 18時30分より

参加人員:地本、支部合計3名及び分会役員

傍聴参加:出席希望する当労組組合員

(2)議題

①安全衛生委員会の発足について

②その他係属事項

(3)注意事項

貴社のこれまでの常套手段である抽象的な拒否回答( 「のとおりです」 、 「団

体交渉開催の要求は、お受けしかねます」 、 「団体交渉は不要と存じます」 、 「

質問には回答不要と考えます」 、 「本件を議題とする団体交渉の必要はないと考

えており、お受けできません」 、 「団体交渉の必要があるとは解されません」 、

「貴組合の要求を具体的にお知らせください」 、 「団体交渉の議題として適切な

ものとはとても解されません」 、 「お申し越しの団体交渉には応じかねます」 )

等、不誠実なご回答は今後、為さらないよう強く求めます。

以 上
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